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○最低制限価格制度運用要領 

平成２１年３月５日 

九重町告示第１６号 

改正 平成２４年３月２６日告示第２０号 

平成２５年７月５日告示第７３号 

平成２６年３月１７日告示第１１号 

平成２８年６月２日告示第６０号 

平成２９年３月２２日告示第１８号 

令和元年６月２８日告示第４６号 

令和２年１月２４日告示第６号 

令和４年３月１５日告示第１９号 

（目的） 

第１条 この要領は、九重町が競争入札により建設工事等の契約を締結しようとする場合にお

ける財務規則（昭和４０年九重町規則第２号）第９９条（同規則第１０７条において準用

する場合を含む。以下同じ。）の規定による最低制限価格制度の運用に関し、必要な事項

を定め同制度の適切な実施を図ることを目的とする。 

（最低制限価格制度の対象） 

第２条 この要領は、競争入札に付する建設工事及び町長が必要と認める委託業務に適用する

ものとする。ただし、町長が最低制限価格制度を適用する必要がないと特に認めるものに

ついては、この限りでない。 

第３条 財務規則第９９条の規定により、建設工事に適用する予定価格の範囲内で設ける最低

制限価格の割合（以下「制限割合」という。）は、予定価格算出の基礎となった次に掲げ

る額の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額を設計額（消費税及び地方消費税を含

む。）で除して得た値（小数点以下第３位を四捨五入する。）とする。ただし、制限割合

が１０分の９．２を超える場合にあっては１０分の９．２とし、１０分の７．５に満たな

い場合にあっては１０分の７．５とする。 

①直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

②共通仮設費の額に１０分の９．０を乗じて得た額 

③現場管理費の額に１０分の９．０を乗じて得た額 

④一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

（全改（令元告示第４６号）） 

（最低制限価格の算定） 

第４条 建設工事に適用する最低制限価格（消費税及び地方消費税を除く。）は、予定価格

（消費税及び地方消費税を除く。）に前条で算出した制限割合を乗じて得た額（その額に

１万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、１万円未満の

端数を切り捨てた額が予定価格の１０分の７．５に満たないときは、この限りでない。）
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とする。 

２ 前項の算定方法にかかわらず、特に必要と認めるときは、予定価格に１０分の７．５から

１０分の９．２までの範囲内で適宜の割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることがで

きる。 

（全改（令元告示第４６号）） 

（最低制限価格の公表） 

第５条 最低制限価格の公表は、予定価格の事前公表試行要領（平成１８年九重町訓令第１９

号）の規定の例により行うものとする。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は町長が別

に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２６日告示第２０号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年７月５日告示第７３号） 

この告示は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１７日告示第１１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２日告示第６０号） 

この告示は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２２日告示第１８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日告示第４６号） 

この告示は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年１月２４日告示第６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月１５日告示第１９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


